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（   〃   超 ） 

（床面積150㎡まで） 

（２世帯住宅） 

生活環境の保全と河川や海の水質をきれいにするために、生活雑排水（台所、風呂、洗濯等）と、し尿

を併せて処理する浄化槽（合併処理）の設置及び維持管理に対して補助金等を交付する制度です。 

 

１．対象建物 
建物（非住宅を含む）に 10人槽以下の浄化槽を設置する場合 

２．対象区域 
市内の集合処理区域（公共下水道など）以外で、都市計画法に規定する工業専用地域以外の区域 
※ 区域の問い合せは、上下水道局下水道課（℡ 079-427-9290）又は尾上処理工場（℡ 079-

422-5560）へ 

３．補助の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．手続の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 申請受付は、4月１日から 12月 28日までです。 

※ 設置工事着工後の申請は、補助対象になりません。 

必ず、事前に申請し補助金交付決定通知書が届いてから、設置工事に取りかかってください。 

※ 補助の対象期間は令和８年度です。令和９年度以降については、予算の状況等により必ずしも継

続されるとは限りません。 

また、平成 27年４月１日以降に市の補助を受け設置された浄化槽を廃止した敷地に、新たに浄化

槽を設置する場合は、補助対象とはなりません。 

(1) 浄化槽設置補助  

人槽規模 補助限度額  

５人槽 770,000円  

７人槽 940,000円  

１０人槽  1,250,000円  

(2) 単独処理浄化槽の撤去費補助       補助限度額  

 60,000円  

(3) 改造助成金 助成金額  

○くみ取り便所    ⇒合併処理浄化槽 50,000円  

○単独処理浄化槽 ⇒合併処理浄化槽 25,000円  

★浄化槽設置届★ 新築･増改築の場合は建築確認申請 

  

★交付申請書★ 工事着工前に必ず申請 

  

【交付決定通知書】 郵送にて通知します。 

  

★浄化槽工事★ 交付決定後に工事着工 

  

★実績報告書★ 工事完了後、１か月以内に提出 

  

【完了検査】 本人の立会が必要 

  

【確定通知書】 郵送にて通知します。 

  

★補助金請求書★  

  

【補助金交付】 金融機関の口座に振込 
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◎申請書・

交付申請書 

「浄化槽設置整備事業補助金等交付申請書」及び下記の添付書類を提出してください。 

 （1） 浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し（浄化槽調書を含む。） 

 （2） 建物を借りている場合は、土地及び建物の所有者の承諾書 

 （3） 建物付近の見取り図及び建物の平面図 

 （4） 浄化槽の配置図及び改造工事の図面 

 （5） 工事費の見積書の写し及び「工事費内訳書（見積）」※規定様式 

 （6） 既存浄化槽（合併・単独）又は、くみ取り便所の現況写真 （新設浄化槽の場合を除く。） 

 （7） 市税に滞納がないことの証明書（加古川市市税確認承諾書） 

市役所収税課への確認は尾上処理工場が行います。 

 （8） 登録証の写し、登録浄化槽管理票（Ｃ票） 

 （9） 浄化槽工事業の登録通知書又は届出書等の写し（登録又は届出番号の記載があるもの） 

 (10) 浄化槽設備士免状の写し 

 (11) 浄化槽施工技術特別講習修了証書の写し(昭和62年度以前の設備士免状取得者に限る。） 

 (12) 委任状（代理申請の場合） 

    ◆ その他、市長が必要と認める書類が必要となる場合があります。 
  

実績報告書  

工事完了後、１か月以内又は３月15日のいずれか早い方の日までに、「浄化槽設置整備事業補助金

等実績報告書」及び添付書類を提出してください。 

 （1） 工事費に係る請求書の写し及び「工事費内訳書（請求）」※規定様式 

 （2） 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との維持管理契約書の写し 

 （3） 浄化槽の設置工事及び改造工事の経過写真（※「工事写真の撮り方」による。） 

 （4） チェックリスト ※規定様式 

 （5） 領収書の写し 

 （6） 浄化槽の配置図及び改造工事図面(変更があった場合) 

 （7） 委任状（受領委任払の場合） 

    ◆ その他、市長が必要と認める書類が必要となる場合があります。 

・手続等 

(1) 人員算定について 

浄化槽の人員算定については、兵庫県浄化槽指導要綱等により建物の延床面積及び使用人数で 

算定されます。 

ただし、既存住宅に浄化槽を設置する場合で、居住人数が少ない等の条件により、緩和措置が認

められる場合があります。 ※ 浄化槽の設置届を提出する前にご相談ください。 

(2) 受領委任払について 

補助金等の受領を施工業者に委任することにより、総工事費から補助金等を差し引いた残額を施工

業者に支払うようにする支払方式です。申請者は一時的な工事費の負担を軽減することができます。 

※ 補助金交付申請の前にご相談ください。 

※ 受領委任払制度を利用するには、別途、施工業者の登録が必要となります。 

(3) 既存設備の廃止手続きについて 

浄化槽の設置に伴い、不要となる既存の設備を廃止する届出が必要となります。 

① し尿処理廃止届・・・くみ取り便所を廃止する場合 

② 浄化槽廃止届書・・・浄化槽（単独処理・合併処理）を廃止する場合 

 

○加古川市尾上処理工場（加古川市尾上町養田 1650番地 １階管理事務室 電話 079-422-5560） 

※受付時間は、市役所開庁日の 8:30～16:30です。

各種 

添付書類 

各種 

添付書類 
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１．対象者 

適正な維持管理が行われている 10人槽以下の合併処理浄化槽管理者 

※ 適正な維持管理とは、以下の(1)～(3)を全て満たすことをいいます。 

(1) 専門業者により浄化槽の保守点検を年３回以上（法の定めのある場合を除く）実施していること 

(2) 浄化槽の清掃（汚泥の引抜きを含む）を年１回以上実施していること  

(3) 浄化槽法第 11条第 1項に規定する法定検査（年１回）を受検し、結果が「適正」又は、「おおむ

ね適正」であること 

※ 結果が「不適正」の場合は、指摘事項を改善した後、改善報告書の提出が必要 

２．対象区域 

集合処理区域（公共下水道など）以外で、都市計画法に規定する工業専用地域以外の区域 

※ 区域の問い合わせは、上下水道局下水道課（℡ 079-42７-9290） または尾上処理工場（℡ 

079-422-5560）へ 

３．補助金の金額 

20,000円  補助回数は、初回申請を含む最大 15回です。 

※毎年度申請が必要です。未申請の年度がある場合は、補助を受けることができる回数が減少します。 

４．手続きの流れ 

 

１．申請書類 

「浄化槽維持管理費補助金交付申請（請求）書」に添付書類等をつけて、申請窓口で申請してくだ

さい。 

※ 申請（請求）書は、申請窓口及び各市民センターで配布しています。また、尾上処理工場のホー

ムページから印刷することもできます。 

２．添付書類等 

当該法定検査日を基準として、その検査日から遡って、概ね１年間に実施した保守点検・清掃が

対象となります。 

なお、前回申請時に対象となった保守点検・清掃は対象外です。（添付書類は、すべて写しを提

出してください） 

(1) 法定検査結果書（浄化槽法第 11条） 

(2) 保守点検記録票（３回分） 

(3) 浄化槽清掃記録票 

(4) 上記(1)～(3)の領収書または支払ったことが確認できる書類 

※以下のような場合には、 (2)と(3)の書類の提出を省略できます。 

法定検査結果書の「1 書類検査の結果」の各項目が“〇”になっている場合。 

(5) 申請者名義の口座番号がわかるもの（通帳、キャッシュカード等） 

◆ その他、「改善報告書」「名義変更」等の書類が必要となる場合があります。 

３．申請時期等 

申請期間は、今年の法定検査（浄化槽法第 11条）受検日から４か月以内です。 

★法定検査の受検★ 

浄化槽法第 11 条に基づく法定検査（年 1 回）を受けてください。 

※兵庫県の指定検査機関である一般社団法人兵庫県水質保全センター（℡ 078-

306-6021）が実施します。 

  

【検査結果の通知】 
※「不適正」の場合は、指摘事項を改善した後、尾上処理工場へ改善報告書

の提出が必要です。 

  

★交付申請（請求書）★ 法定検査受検日から４か月以内に申請してください。 

  

【交付決定(確定)通知書】 ご本人宛に通知いたします。 

  

【補助金交付】 ご指定の金融機関の口座に振り込まれます。 
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下表は、適正な維持管理と、申請対象の法定検査、保守点検、清掃のスケジュールの一例です。 
   

 

            
 

申請期間 

4か月以内 
  ☆  補助対象の期間 

 

 ★  

    
 

概 ね １ 年 間 
 

    

         
 

   ▼ ▼ ▼    
 

  1回目 2回目 3回目    

            ●      

     1回     

 

浄化槽を設置した後は、下記のとおり維持管理の実施が必要です。

 保守点検 

（法第８条） 

年３回以上の保守点検 （機器の点検修理・消毒剤の補充等）を実施してください。 

※兵庫県から登録を受け、浄化槽管理者が契約した保守点検業者が実施 

 
清  掃 

（法第９条）

年１回以上の浄化槽の清掃 （汚泥引抜を含む。）を実施してください。 

※加古川市が許可し、浄化槽管理者が契約した清掃業者が実施 

 法定検査 

（法第１１条） 

浄化槽設置後の水質検査（使用開始後３か月～８か月の期間に実施する検査：浄化槽法第

７条）を受けてください。(初回のみ) 

その後は年１回の法定検査を受けてください。（２回目以降） 

※兵庫県の指定検査機関 一般社団法人兵庫県水質保全センターが実施 

 
記録の保存 

（規則第５条） 

法定検査の検査結果書及び保守点検業者・清掃業者から交付された記録票は、３年間の

保存義務があります。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【補助制度に関するお問合せ先】 

加古川市 尾上処理工場 

〒675-0025 加古川市尾上町養田 1650 番地 

電話 079-422-5560 

FAX 079-424-7274 

（例） 

法定検査 

今年法定検査（第 11 条） 
   

 

清  掃 

保守点検 

保守点検業者が実施 

清掃業者が実施 

浄化槽の機能を発揮させるためには 

正しい維持管理が必要不可欠です。 

 

○加古川市 尾上処理工場（加古川市尾上町養田 1650番地 １階管理事務室） 

○加古川市 環境第２課 （加古川市野口町水足 1452 番地の１ 環境美化センター２階） 

○加古川市 環境保全課 （加古川市加古川町北在家 2000 番地 市庁舎新館７階） 

※ 受付時間は、市役所開庁日の８：３０～１６：３０です。 

昨年法定検査（第７条または第11条） 

水質保全センターが実施 


